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           気象警報発令時の臨時措置について  

日頃より北幼稚園の教育活動にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。 

さて、本園では台風や大雨等による災害から子どもたちの安全を確保するため、下記の通り臨時

措置を実施いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。  

 

 

 

１．臨時休園となる警報  

 大阪府全域または貝塚市において、次のいずれかに警報が発令された場合は臨時休園とします。  

  ・暴風警報  

  ・レベル３ 大雨警報  

  ・レベル４ 大雨危険警報  

  ・レベル５ 大雨特別警報  

  ・レベル５ 土砂災害特別警報  

  ・レベル５ 高潮特別警報  

  ・レベル５ 氾濫特別警報  

  

２．午前７時現在で警報が発令されている場合  

  午前７時の時点で上記の警報が発令されている場合は、臨時休園とします。  

なお、その警報が解除された場合でも、その日は休園となります。  

  

３．登園後に警報が発令された場合  

  子どもたちの安全確保を最優先に判断し、原則として降園となりますが、 気象状況や安全状況を

考慮し、テトル配信またはホームページにてお知らせします。  

  

４．警報の確認について  

  警報の発令状況につきましては、各ご家庭でテレビのニュースやインターネット等の気象情報 

（気象庁ホームページ等）をご確認ください。  

  

５．園からの連絡について  

  休園等の連絡は、園ホームページおよびテトル配信にてお知らせします。  

緊急時には速やかな情報確認をお願いいたします。  

  

子どもたちの安全を第一に対応してまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。  



非常変災時における臨時休校判断基準 

 

【備考】 

・新しい防災気象情報は、令和８年５月下旬から運用開始予定 

・従来の警報は、警戒レベル３に相当 

・警戒レベル４（危険警報）が新設 

・暴風警報発表時は、従来通り全学校園休校（暴風警報に警戒レベルはなし） 

・河川氾濫や高潮については、特別警報をのぞき、従来通り休校の基準としない 

 

【参考資料】 


